
掛川市規則第１６号

掛川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに制

定する。

平成２９年３月２２日

掛川市長

（別紙）



掛川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則

掛川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則（平成21年掛川市規則第22号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「及び指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者及び指定事業者」に改

める。

第２条に次の１号を加える。

(4) 指定事業者 法第115条の45の３第１項に規定する指定事業者をいう。

第３条中「及び第115条の22第１項」を「、第115条の22第１項及び第115条の45の５第１項」に改

める。

第４条第１項及び第２項を次のように改める。

第４条 法第115条の25第１項の規定は、法第115条の45の５第１項の指定事業者の指定に係る事項

に変更があったとき、又は休止した当該指定に係る事業を再開したときについて準用する。

２ 法第78条の５第１項、第115条の15第１項、第115条の25第１項及び前項において準用する法第

115条の25第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書

により行うものとする。

(1) 省令第131条の13第１項、第140条の30第１項及び第140条の37第１項並びに省令第140条の63

の５第１項第１号、第２号、第４号、第５号、第７号、第８号、第12号及び第14号に掲げる事

項の変更に係る届出 指定事項変更届出書（様式第２号）

(2) 事業の再開に係る届出 事業廃止（休止・再開）届出書（様式第３号）

第４条に次の２項を加える。

３ 法第115条の25第２項の規定は、第１項の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとすると

きについて準用する。

４ 法第78条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第２項及び前項において準用する法第

115条の25第２項の規定による届出は、事業廃止（休止・再開）届出書により行うものとする。

第６条中「法第70条の２」の次に「並びに法第115条の45の６」を加える。

第７条中「及び指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者及び指定事業者」に改

める。

様式第１号（その２）に次に次の１様式を加える。



様式第１号（第３条関係）（その３）

受付番号

指 定 申 請 書
（ 指 定 事 業 者 ）

年 月 日

（あて先）掛川市長

所在地
申請者

名 称 ,

指定事業者の指定を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。

事業所所在地市町村番号

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所 〒
の所在地

連 絡 先 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ

法 人 の 種 別 所 轄 庁

氏 名 生年月日 年 月 日
代 表 者

住 所 職名

事 業 所 等 の 〒
所在地

新たに指定を 実施予定（指定済）サービス 開始予定（事業者指定許可）年月日
受けようとす
るサービス又 □ 訪問介護相当サービス 年 月 日（開始予定・指定許可）
は既に指定を
受 け て い る □ 通所介護相当サービス 年 月 日（開始予定・指定許可）
サービスの種
類 □ 通所型サービス 年 月 日（開始予定・指定許可）

事業所に併設 介護保険事業所番号 事業所名 サービスの種別 指 定 年 月 日
する指定訪問
介護事業所又 年 月 日
は指定通所介
護事業所 年 月 日

既に指定を受けている他の市区町村名

（注）
１ 「受付番号」及び「事業所所在地市町村番号」の欄は、記載しないでください。
２ 「法人の種別」の欄は、「社会福祉法人｣、｢医療法人」等の別を記入してください。
３ 「所轄庁」の欄は、申請者が認可法人である場合に主務官庁の名称を記載してください。
４ 実施予定（指定済）サービスの欄の該当するサービスにレ印を記入するとともに、開始予

定（事業所指定許可）年月日の欄の開始予定又は指定許可のいずれかを○で囲んでください。
５ 新たに指定を受けようとするサービスごとに、市長が定める書類を添付してください。



様式第２号（その２）の次に次の１様式を加える。

様式第２号（第４条関係）（その３）

指 定 事 項 変 更 届 出 書

（ 指 定 事 業 者 ）

年 月 日

（あて先）掛川市長

所在地

届出者 名 称 ,

代表者

次のとおり指定を受けた内容を変更したので届け出ます。

介護保険事業者番号

名 称
指定内容を変更した指定事業者

所在地

変 更 事 項 変 更 の 内 容

１ 事業所の名称 （変更前）

２ 事業所の所在地

３ 主たる事務所の所在地

４ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

５ 定款、寄附行為及びその登記事項証明書等

６ 事業所の平面図 （変更後）

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及
７

び経歴

８ 運営規程

当該申請に係る事業に係る第１号事業支給
９

費の請求に関する事項

10 役員の氏名、生年月日及び住所

変 更 年 月 日 年 月 日

（注）

１ 該当項目番号を○で囲んでください。

２ 変更内容が分かる書類を添付してください。



様式第３号中

「
□ 指定地域密着型サービス事業者

事 業 者 区 分 □ 指定地域密着型介護予防サービス事業者
□ 指定介護予防支援事業者

」

を

「
□ 指定地域密着型サービス事業者
□ 指定地域密着型介護予防サービス事業者

事 業 者 区 分
□ 指定介護予防支援事業者
□ 指定事業者

」

に改める。

様式第５号（その２）中

「 指 定 更 新 申 請 書 「 指 定 更 新 申 請 書
を に

（指定介護予防支援事業者） 」 （指定介護予防支援事業者・指定事業者）」

改め、「指定介護予防支援事業者」の次に「（指定事業者）」を加える。

附 則

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。

２ 改正後の掛川市指定地域密着型サービス提供事業者等の指定等に関する規則第３条第１項の規

定による申請は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

３ この規則の施行の際現に改正前の掛川市指定地域密着型サービス提供事業者等の指定等に関す

る規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。


